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平成 28年 鳥羽市教育委員会会議録 

 

第１回 定例会 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

場 所     鳥羽市教育委員会事務局 教育長室 

期 日     平成 28年 1月 22日（金） 

 

開 会     午後 1時 30分 

 

閉 会     午後 3時 10分 

 

 

出席委員 

委 員 長    山 下 隆 広 

委   員    亀 川 聖 子 

委   員    江 崎 ユ ミ 

委   員    岡 村 忠 夫 

教 育 長    斎 藤 陽 二 

 

 

出席職員（説明員及び書記） 

総 務 課 長   下 村 悦 生 

生涯学習課長   世 古 雅 人 

学校教育課長   浜 田   浩 

（書 記） 

総務課長補佐   榎   高 広 
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件   名 
日程第１ 

会議録（平成 27年第 11回定例会）の承認について 

意見及び指摘事項 
【意見・指摘】 

特になし 

事 務 局 説 明 
【説明】 

特になし 

議 事 結 果 ・承 認 

 

 

件   名 
日程第２ 

  諸報告について 

 

 

報 告 事 項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【報告】 

（教育長）資料に基づき説明 

  1月 10日の市成人式には 213名の新成人のうち 168名の参加がありま

した。今年の参加率は 79％で、平成 26 年、27 年度と比較すると参加率

が下がっている状況です。式典は、大きな問題もなく進行しました。 

式典を企画運営していく実行委員には、準備段階から打ち合わせなど

の集まりが多く、負担がかかりますが、しっかり取組んでいただけるよ

うにサポートしていく必要があると考えています。 

 

１ 諸活動 

11月 27日（金） 市Ｐ連との語る会（商工会議所かもめホール） 

28日（土） ＴＯＢＡウォーク（松尾～青峰山） 

29日（日） 三重県剣道選手権大会（市民体育館） 

12月 1日（火） 市議会【開議】、 

市小中学校統合計画市議会全員協議会説明 

及び地元説明会（桃取町）、小学校人権フォーラム 

2日（水） 中学校人権フォーラム、社会教育委員会 

3日（木） 校長会 

4日（金） 人権週間街頭啓発活動、 

市小中学校統合計画地元説明会（桃取町） 

5日（土） 地球塾「鳥羽城の魅力」 

6日（日） 市町駅伝第 1回練習会（鳥羽高校グラウンド） 

8日（火） 市学力調査（対象：小 3～6年、中 1～3年） 

16日（水） 市武道振興会理事会、臨時校長会 

21日（月） 市議会【散会】 

22日（火） 第 2学期終業式、教委だより編集会議、 

県教育長会役員会 



 3 

 

 

報 告 事 項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28年 

1月 3日（日） 新春凧あげ大会（鳥羽高校グラウンド） 

    6日（水） 市教育振興基本計画作成検討部会 

    7日（木） 市武道振興会評議員会 

    8日（金） 第 3学期始業式、市成人式リハーサル 

10日（日） 市成人式 

13日（水） 市教職員人事異動ヒアリング 

14日（木） 市教職員人事異動ヒアリング 

15日（金） 鳥羽市・志摩市土曜日の授業協議会、 

桃取小学校検討委員会 

18日（月） ＪＡ鳥羽志摩農協市町駅伝激励品贈呈、 

      市教育振興基本計画策定委員会 

19日（火） 県教職員人事異動ヒアリング 

20日（水） 教委だより編集会議 

21日（木） 市校長会 

 

２ 子どもたちの様子について 

1 月 8 日から 3 学期が始まりました。今のところ、暖冬の影響でイ

ンフルエンザの流行が見られません。これから寒さが増していく中で

流行のピークが来ると思われますので、各学校には予防策に取り組む

ように指示をしています。 

 1月 18日は悪天候のため定期船の朝の便が欠航したことから、離島

の学校では教員が登校するまで自宅待機の対応をしました。 

 生活指導面や不適応等の課題について、個別の対応が必要となるケ

ースについては、児童相談所や民生委員など関係機関との情報の共有

やケース会議などにより、課題解決に向けた取り組みをしていきたい

と思います。 

3 学期に入りますと年度もあとわずかですので、各学年で身につけ

るべき力を確認し、年度のまとめにしっかりと取り組んでいきたいと

思います。また、進路指導にも万全の態勢で臨んで行きたいと考えて

います。 

 

３ 教職員について 

   人事異動につきましては、県や市の方針の基に進めていきたいと思

っていますが、まだ具体的なところまでは至っていませんので、流動

的な部分を固めながら着実に進めていきたいと思います。学級数の減

少による教員定数の減少はあると考えていますが、児童生徒数に対す

る教員の加配が固まっていない状況であり、また、特別支援学級の増
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報 告 事 項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設を要望していますので、教員数の確定にはまだ時間がかかります。 

教職員の健康管理について、メンタル面で体調を崩している教職員に 

  ついては本人の話を聞き、様子を見ながら徐々に状態が改善されるよ 

うにサポートを続けているところです。引き続き、教職員の健康管理 

について、適切に取り組んでいきたいと思います。 

卒業式に向けて、学校には校歌・国歌の指導にも力を入れ、思い出に 

残るような式になるようにと伝えています。 

 

４ 桃取小学校の統合について 

   これまで、地元での会合を 3 回開催しています。その間に地元の窓

口となる組織として桃取小学校検討委員会を立ち上げていただき、地

元の要望と質問についてまとめていただきました。１月 15日の検討委

員会では、この要望、質問に回答をさせていただいています。通学手

段、スクールバスについての課題など、これからも話し合いを重ねて、

統合に向けた準備を進めていきたいと思います。 

また、統合計画の周知については、教育委員会だよりや市ホームペ

ージでお知らせしていくほか、計画に記載されている菅島小、答志中、

長岡中では、地域の代表の方に説明する機会を持ちたいと考えていま

す。 

 

５．神島小中学校建設事業について 

   現在、用地造成工事は 85％まで進捗している状況です。12月補正で 

予算化していただいた校舎建設については、年度内に契約し、工期の

確保に努めていきたいと考えています。 

   次回の神島小中学校建設委員会では、校舎建築に向けた地元のバッ 

クアップを改めてお願いしていきたいと思います。 

 

６．鳥羽市教育振興基本計画の進捗状況について 

   1月 18日に第 5回の策定委員会を開催し、最終の意見集約を行いま

した。計画最終案を 2月の教育委員会に提出いたします。 

 

７.平成 28年度の土曜授業について 

   1月 15日に鳥羽市、志摩市の両市での土曜日の授業協議会を開催し

ました。これまでの状況から、改善点や良かった点などを踏まえて、

次につなげていきたいと考えています。 

 

８．その他 

 ・南勢教育支援事務所の開設について 
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報 告 事 項 

 

   学力向上の取組みを推進するため、平成 28年 4月 1日から県内の北

勢、南勢、紀州の 3 地域に教育支援事務所が開設されることになりま

した。業務は学習支援、学習指導に特化した取り組みをします。 

   南勢地域の範囲は、鳥羽市、度会郡 4 町、多気町で、この地域の学

校教育を支援していただくことになります。事務所は県伊勢庁舎に置

かれます。 

 

 ・第 9回市町対抗駅伝について 

   第 9回市町対抗駅伝は 2月 21日に開催されます。選手、スタッフは

目標に向かって、日々練習に取り組んでいます。 

 

 ・伊勢志摩地域高校活性化を考える会について 

   1月 23日に県教育委員会主催の伊勢志摩地域高校活性化を考える会

がかもめホールで開催されます。参加対象者は保護者、学校関係者、

地域住民等です。 

 

 

 

委員質疑確認 

及び 

事務局応答説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・成人式について 

（委員Ｂ） 

成人式は新成人の代表が実行委員となって準備から当日の式の進

行までしているようですが、それぞれ忙しい中での会議など集まる

のが難しい面もあると思いますが、自分たちの成人を祝ってもらう

式典なので、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 

（生涯学習課長） 

    毎年、新成人の雰囲気や状況も違いますが、その年の反省点を翌 

年に伝えていけるようにしたいと思います。 

 

３．教職員について 

（委員Ｃ） 

教職員の人事異動について、学校は地域とのつながりも大切です 

ので、特に管理職の異動については、配慮を希望します。 

（教育長） 

気をつけて見ていきます。 

 

（委員Ｄ） 

特別支援学級の増設について、支援の必要な子どもは増えてきて 

いるのですか。 

（教育長） 

きめ細やかな就学前の観察・相談等により、特別な支援が必要と 
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委員質疑確認 

及び 

事務局応答説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

思われる子どもは、増えてきています。 

 

（委員Ｄ） 

支援の必要な子どもを判定する就学指導委員会では難しい判断も 

あるかと思いますが状況はどのようになっていますか。 

（教育長） 

それぞれの子どもにとって適切な学習環境が提供できるように 

取り組んでいます。状況も様々ですので、保護者と話し合いながら 

進めています。 

 

（委員Ａ） 

特別な支援が必要な場合とは、学習面と行動面のどちらを見てい 

ますか。 

（教育長） 

学習面、行動面の両方を見て判定しています。 

 

（委員Ｂ） 

特別支援学級に在籍する子どもたちやその保護者が、講演会や講 

習会なども含めて、学校以外で学べるような機会はありますか。 

（教育長） 

保護者の皆さんが、サークルを作って学習会・交流会を開催して

います。また、医師や保健師、民間団体が実施している療育等に参

加している方も見えます。 

 

（委員Ｃ） 

特別な支援を必要とする子どもには、必要とする支援の内容を引 

き継いでいけるような仕組みになっているのですか。 

（教育長） 

一人一人の成長を支援していくための校種間の引継ぎが大切だと 

思っています。 

 

（委員Ａ） 

卒業式に向けた校歌、国歌の指導に力を入れるとは、どのような 

状況なのですか。 

（教育長） 

校歌では声が出ていても、国歌では声が小さくってしまうような 

ことが見受けられるので、しっかりと練習しましょうということで 

す。 
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委員質疑確認 

及び 

事務局応答説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．桃取小学校の統合について 

（委員Ａ） 

    統合計画については、答志地区でも話題になっている。桃取小学 

校区以外への説明はいつになりますか。 

（教育長） 

 桃取小学校の統合説明の状況を見ながらになりますが、菅島小、

答志中、長岡中の地域の代表の方へ説明する機会をつくっていきた

いと考えています。 

 

８．その他 

・南勢教育支援事務所の開設について 

（委員Ｃ） 

南勢地域の範囲に志摩市、伊勢市は入っていないのですか。 

（教育長） 

小規模な自治体が対象になっています。市では南勢地域の鳥羽 

市、紀州地域の尾鷲市、熊野市の３市です。他は町が対象となって 

います。 

基本的に指導主事が２名以下の教育委員会が小規模な自治体と 

のことです。 

委 員 意 見 要 旨 特になし 

 

 

件   名 

日程第３  議案第 1号 

 鳥羽市公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につい

ての意見の申出について 

 

 

担当課説明等 

（生涯学習課長）資料にて説明。 

  中央公民館答志分館は築後54年が経過し老朽化しているため施設利用

を中止することから、鳥羽市公民館の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例を平成 28年 3月１日鳥羽市議会会議に上程するため、本

提案をするものです。 

 

鳥羽市公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（案） 

鳥羽市公民館の設置及び管理に関する条例（昭和 34 年条例第 13 号）

の一部を次のように改正する。 

別表鳥羽市立中央公民館 答志分館の項を削る。 
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委員質疑確認 

及び 

事務局応答説明 

（委員Ａ） 

    公民館はどのような活動に使用していますか。 

    また、答志分館廃止後、答志地区での公民館活動はどうなるので 

すか。 

（生涯学習課長） 

    公民館では、生涯学習や青少年育成に関する活動を行っています。

地域の学習拠点や健康の増進など総合的な社会活動を行う施設と 

して、地域に密着した利用をしていただいています。 

    答志地区では、新たに設置されるコミュニティセンターや答志コ 

ミュニティアリーナを利用することとなります。 

 

委 員 意 見 要 旨 特になし 

議 事 結 果 議案可決 

 

 

件   名 

日程第３  議案第 2号 

 指定管理者の指定についての意見の申出について（答志コミュニティア

リーナ） 

 

 

担当課説明等 

（生涯学習課長）資料にて説明。 

  答志コミュニティアリーナの指定管理について、鳥羽市公の施設に係

る指定管理者の指定手続き等に関する条例第 5 条第 1 項の規定により、

次の団体を指定管理者として指定したいことから、地方自治法第 244 条

の 2 第 3 項に規定する公の施設の指定管理者を指定することについて、

同条第 6項の規定により、平成 28年 3月 1日鳥羽市議会会議に上程し、

議会の議決を求めるため、本提案をするものです。 

 

管理を行わせる 

公の施設の名称 
指定管理者 指定の期間 

答志コミュニティ 

アリーナ 

鳥羽市答志町 943番地 

島の旅社推進協議会 

会長 濱崎 靖導 

平成28年4月1日から 

平成 31年 3月 31日ま

で 

 

委員質疑確認 

及び 

事務局応答説明 

特になし 

委 員 意 見 要 旨 特になし 

議 事 結 果 議案可決 
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件   名 

日程第３  議案第 3号 

 指定管理者の指定についての意見の申出について（鳥羽市民体育館他５

施設） 

 

 

担当課説明等 

（生涯学習課長）資料にて説明。 

  鳥羽市運動施設の指定管理について、鳥羽市公の施設に係る指定管理

者の指定手続き等に関する条例第 5 条第 1 項の規定により、次の団体を

指定管理者として指定したいことから、地方自治法第 244 条の 2 第 3 項

に規定する公の施設の指定管理者を指定することについて、同条第 6 項

の規定により、平成 28年 3月 1日鳥羽市議会会議に上程し、議会の議決

を求めるため、本提案をするものです。 

 

管理を行わせる 

公の施設の名称 
指定管理者 指定の期間 

鳥羽市民体育館 

鳥羽中央公園野球場 

鳥羽中央公園相撲場 

鳥羽中央公園庭球場 

鳥羽中央公園多目的

グラウンド 

鳥羽中央公園水泳プ

ール 

鳥羽市大明東町 8番 2号 

公益財団法人 

鳥羽市武道振興会 

会長 斎藤 陽二 

平成 28年 4月 1日から 

平成 31年 3月 31日ま

で 

 

委員質疑確認 

及び 

事務局応答説明 

特になし 

委 員 意 見 要 旨 特になし 

議 事 結 果 議案可決 

 

件   名 
日程第４  その他 

1．後援依頼について【事後報告】、 2．後援依頼について 

 

 

担 当 課 説 明 等 

 

 

 

 

 

（総務課長）後援依頼各申請（写し）に基づき説明 

1． 後援依頼について【事後報告】 

（1）折り鶴チャリティコンサート             【新規】 

（2）バドミントンスポーツ教室     【前回：平成 26年第 11回】 

（3）バスケットボールスポーツ教室            【新規】 

（4）『～東日本大震災から 5年～岩手と三重の 

子ども達からの防災メッセージ』     【新規】 

（5）牡蠣の国まつり           【前回：平成 27年第 1回】 
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担 当 課 説 明 等 

 

2．後援依頼について 

（1）第 23回動作法学習会         【前回：平成 27年第 5回】  

（2）第 6回体操フェスティバルｉｎサンアリーナ 

                     【前回：平成 27年第 1回】 

（3）特別展「絵でみる海女の暮らしと漁 

～浮世絵を中心に～」（仮称）       【新規】 

 

委員質疑確認 

及び 

事務局応答説明 

1. 後援依頼について【事後承認】  

特になし 

2．後援依頼について  

  特になし 

委 員 意 見 要 旨 特になし 

議 事 結 果 了 承 

 

 

件   名 
日程第４  その他 

3．平成 28年小中学校の土曜日の授業実施について 

 

 

担 当 課 説 明 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（学校教育課長）資料にて説明。 

  1月 15日に鳥羽市・志摩市における小中学校の土曜日の授業協議会を

開催しました。この協議会は、両市の教育委員会、校長会、教職員、保

護者のそれぞれの代表で構成されています。 

協議では、平成 27年度 1、2学期の実施状況から成果・良い点と課題・

改善点について話し合いました。 

成果・良い点としましては、授業参観やＰＴＡ行事を行うことで、学

校に多くの保護者や地域の方に来ていただいたこと、学校と保護者や地

域との繋がりを深められたこと、授業時間の確保ができたことなどでし

た。 

課題・改善点としましては、中体連の日程やクラブ活動、スポーツ少

年団活動との日程調整の難しさ、疲れている様子の子どもや習い事など

で欠席する子どもがいること、教職員の負担増などの意見がありました。

また、「土曜日にどうして授業をするのか」ということを明確にし、保護

者や子どもたちに伝える必要があるといった意見もありました。 

  これらの成果や課題を踏まえ、平成 28年度の方向性について話し合い 

ました。基本的には、平成 27年度と同様に次の様になりました。 

【平成 28年度の方向性】 

 ・年間 5回（1学期 2回、2学期 2回、3学期 1回）実施する。 

 ・原則として、5月、6月、10月、11月、2月の第 3土曜日に実施し、 

小中学校区でそろえる。 
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担 当 課 説 明 等 

 

 次年度は、土曜日の授業のねらいを改めて周知することや、保護者ア

ンケートを実施して意見をいただき、土曜日の授業に関する成果と課題

の検討をさらに進めていく予定です。 

委員質疑確認 

及び 

事務局応答説明 

 

特になし 

委 員 意 見 要 旨 特になし 

議 事 結 果 ・了 承 

 

件   名 
日程第４  その他 

4.その他 

 

 

担 当 課 説 明 等 

（総務課長）資料にて説明。  

・教育大綱（案）について 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、鳥羽市教育

大綱を総合教育会議において市長と教育委員会が協議・調整して市長が

策定することとしています。 

その大綱の素案が資料のとおり市長部局より示されました。現段階の

内容としては、現在策定中の市教育振興基本計画の内容と同じ方向性の

ものとなっています。 

 

（生涯学習課長） 

・「旧鳥羽小学校校舎の活用方法について(案)」及び「第 2次子ども読書活

動推進計画（案）」のパブリックコメントの状況について 

  旧鳥羽小の活用方法については、郷土資料館活用や人が訪れるような

施設、防災拠点活用についてご意見をいただいています。読書活動につ

いては、図書館の取組みについてのご意見をいただきました。 

 

 

 

委員質疑確認 

及び 

事務局応答説明 

 

 

 

 

 

・教育大綱（案）について 

（委員Ｄ） 

    鳥羽市市教育大綱と鳥羽市教育振興基本計画とはどちらが上位の 

位置づけとなりますか。 

 

（総務課長） 

    大綱は市長が策定し、鳥羽市教育振興基本計画は教育委員会が策 

定する計画ですので、どちらが上というものではありませんが、市 

行政と市教育行政とが連携して教育に関する取り組みを進めるもの 

です。 
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委員質疑確認 

及び 

事務局応答説明 

・「旧鳥羽小学校校舎の活用方法について(案)」及び「第 2次子ども読書活

動推進計画（案）」のパブリックコメントの状況について 

 特になし 

 

委 員 意 見 要 旨 特になし 

議 事 結 果 了 承 

 

午後 3時 10分  閉 会 
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          委 員 長   山 下 隆 広 

 

 

          教 育 長   斎 藤 陽 二 

 

 

          委   員 

 

 

          委   員 

 

 

          委   員 

 

 

 

 


